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全１枚

つくば市は、令和２年（2020年）10月１日（木）から、市民窓口課の各種証明書
等交付手数料支払いに、交通系電子マネー、流通系電子マネー、クレジットカードが
使用できるようになります。新型コロナウイルス感染症予防の観点からも、ぜひ御利
用ください。

利用開始日 令和２年（2020年）10月１日（木）～

利用時間 8:30～17:15

実施内容 市民窓口課が発行する証明書等の交付手数料を、以下の決済サービスで支
払うことができるようになります（決済手数料はかかりません）。

利用できる決済サービスの種類
交通系電子マネー（Suica、PASMO、Kitaca、manaca、TOICA、ICOCA、

nimoca、はやかけん、SUGOCA）
流通系電子マネー（WAON、 nanaco 、楽天Edy、iD）
クレジットカード（VISA、Mastercard）

注意事項 市民窓口課において、電子マネーの入金をすることはできませんので、御
注意ください。
市税や国民健康保険料などの支払いには利用できません。
現金との併用はできません。

住民票などの交付手数料の支払いに
キャッシュレス決済を導入します


